


　・給食費は鴻巣市が口座から引き落とします。

→残高不足等により、引落しが出来なかった際は鴻巣市より

　納付書が届きますので、上記 【取り扱い金融機関】 にて

　現金納入ください。

　・学校諸経費（教材費等）と給食費は、それぞれ別個の手続き

　　が必要となります。

　・すでに兄弟・姉妹が在学中でも、新入生分の手続きが必要と

　　なります。

　・口座番号は、７桁（ゆうちょ銀行は８桁）で枠内全てを記載

　　ください。

※桁数が満たない場合は、先頭に「０」をつけて記入くだ

　さい。

　・手続き後は、【本人控】のみ受け取ってください。

　・ご不明な点がございましたら、鴻巣市立中学校給食センター

　　へお問い合わせください。

【電話】０４８－５４３－５３３３

　用紙記入の際は、下記の記入例を参照ください。

【給食費手続きに係る注意点】




